
平成29年11月20日

司法修習生考試応試者各位

司法修習生考試委員会庶務担当

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

司法修習の終了等の通知につ｡いて

司法修習の終了又は司法修習生考試の不合格については， 12月12日 （火）午

後4時に不合格者の受験番号を司法研修所西館1階の掲示板に掲示し，最高裁判所

ウェブサイト内の司法研修所のページにも掲載するとともに， 12月13日 （水）

に，下記の書類を簡易書留郵便により送付します。ついては，司法修習生考試5日

目（11月24日 （金） ）の考試開始前に，考試試験室において配布される封筒

に， これらの書類の送付先を記載し，係員の指示に従って提出してください。

に受領できる場所に当該郵便物をなお，送付先は，

ので，必ずにしてください。

受領してください。

おって， 12月19日 （火）までに，下記1又は2の郵便物が届かない場合は，

12月20日 （水）午後5時までに，最高裁判所事務総局人事局任用課試験係（電

話番号03-32M-8｣1」 内線E｡■■■■)に電話で照会をして
ください（司法修習の終了及び司法修習生考試の合否に関する電話での問い合わせ

には，最高裁判所・司法研修所のいずれにおいても一切応じませんので御注意くだ

さい。 ） 。

記

1 司法修習生考試合格者 終了証書

2 司法修習生考試不合格者 司法修習生考試不合格通知書及び罷免辞令書


